
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 被処分者 

長野県岡谷市東銀座二丁目１番24号 

日本化材株式会社 代表取締役 白鳥 剛 

 

２ 命令書交付日 

令和７年12月22日 

 

３ 行政処分の内容 

(1) 産業廃棄物収集運搬業（許可番号2012029516）の事業の全部停止60日 

（令和７年12月22日から令和８年２月19日まで） 

(2) 特別管理産業廃棄物収集運搬業（許可番号2062029516）の事業の全部停止60日 

（令和７年12月22日から令和８年２月19日まで） 

 

４ 処分理由 

 (1) 被処分者は、令和６年８月、10月及び12月に排出者２者から、産業廃棄物管理票の交付とと

もに産業廃棄物（廃塗料約3.7ｔ）の引渡しを受けたにも関わらず、それらの産業廃棄物の収

集運搬時に産業廃棄物処分業者へ産業廃棄物管理票を回付せず、また収集運搬後に排出者へそ

の写しを送付しなかった。 

      このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）

第12条の３第３項(産業廃棄物管理票送付・回付義務)に違反する。 
 

  (2) 被処分者は、過去５年間にわたり、同者の事業所において、排出者11者から引渡しを受けた

産業廃棄物(汚泥等約77ｔ)について、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)に係る変更の

届出を行うことなく積替え保管を行っていた。 

このことは、法第14条の２第３項において準用する法第７条の２第３項(産業廃棄物処理業の

届出義務)に違反する。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の３第１号及び法第14条の６において

準用する法第14条の３第１号の規定により、次のとおり行政処分を行いました。 

長野県（環境部）プレスリリース 令和７年（2025 年）12 月 22 日 

 

（問合せ先） 
担 当 環境部資源循環推進課 廃棄物監視指導担当 

胡桃澤、櫻井 
電 話  026-235-7203（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 2824 
ＦＡＸ  026-235-7259 
E-mail junkan@pref.nagano.lg.jp 


